
  

会 議 名 狭山台地区学校統廃合推進協議会第２回会議 
開催日時 平成２１年９月３０日（水）午後７時００分から午後９時２０分まで 

傍聴者数 
２人 

 
議 題 

１ 狭山台小学校の校歌及び校章の制定について 

２ 狭山台北小学校の跡利用について    

 
 
 
 
 
 

会 議 の 
内容要旨 

 
 
 
 
 
 

【報告事項】 
・ ７月に狭山台南小学校に PTAが設立した。今後は両校の PTA間で統合に向けての
協議が行われることとなる。 

・ 夏休み期間を利用し、狭山台小学校の校舎となる狭山台南小学校において冷暖房工

事を実施した。併せて、新校の開校に向けて、照明器具の改修等の環境整備を行った。 
・ 両校の教職員で組織する「統廃合合同委員会」を８月と９月に開催し、統廃合に伴

い解決すべき事項（備品の移動等）についての事前協議を行った。当委員会は今後も

定期的に開催し、統合に向けての準備作業を計画的に進めていく。 
議題１ 狭山台小学校の校歌及び校章の制定について 
・ 校歌に関しては、前回会議の決定に沿って、教育委員会より作詞を宮越清氏に依頼

し、既に完成している。作曲は、NHK交響楽団の正指揮者である外山雄三氏に依頼
した。今年中を目途に校歌は完成の運びとなる。 

・ 校章に関しては、広報さやま及びホームページで８月１０日から９月１０日にかけ

て公募を実施し、計３７の作品が集まった。 
【決定事項】 
・ 協議会委員による投票の結果、別添資料「狭山台小学校の校章デザイン応募作品」

のなかの○36の作品が最優秀作品に選定された。なお、選定後に、廃止となる両校の
それぞれのスクールカラー（緑とオレンジ）を○36のデザインに取り入れてほしいと
の意見が出たため、作品制作者と協議し、色の補正についての可能性を探ることとな

った。 
議題２ 狭山台北小学校の跡利用について 
【主な質疑応答】 

Q 狭山台北小学校がある狭山台１丁目の自治会員対象の説明会を開催してほしい。 
 A その方向で検討する。 

Q 跡利用施設が開始されるまでの間、体育館は利用できないのか。 
A 建築審査会の審査、耐震性が不十分等の課題を抱えているため、あくまでも改修
後の利用を予定している。 

Q 子供たちにとって思い出のある木も切ってしまうのか。 



  

A 樹木の取扱いについては、利用団体の意向も踏まえたうえで今後検討する。 
Q 監視カメラは何台設置するのか。 
A ２,３台を予定している。 
【主な意見要望】 
・ 雑草の管理に関しては、単純にボランティアで賄うといっても制約がかかる場合も

ある。管理にかかる具体的な計画書を提示してほしい。 
【合意事項】 
・ クローズ期間中の雑草やプール等の管理については、自治会及び学校長と個別に協

議を行い、対応を検討する。 

提 出 
資料名 

①第１回会議録 
②狭山台地区学校統廃合推進協議会委員名簿 
③狭山台小学校校歌 
④狭山台小学校の校章デザイン応募作品 
⑤狭山台北小学校の跡利用方針 

担 当 狭山市教育委員会 教育総務課 学校統廃合担当（内線５６３９） 
 


